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す
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
は
、
地
方
分
権
の
理
念
に
立
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
共
同
し
て
運
営
す
る
組
織
と
し

て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
務
大
臣
に
よ
る
監
督
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
同
機
構
の
自
主
性
及

び
自
立
性
に
十
分
配
慮
し
、
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
は
、
個
人
番
号
制
度
の
基
幹
的
な
業
務
を
担
う
法
人
と
し
て
説
明
責
任
を
全
う
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
機
構
に
は
業
務
の
遂
行
な
ど
自
ら
に
関
す
る
情
報
の
一
層
の
公
開
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
他
の
地
方
共
同
法
人
も
同
様
で
あ
る
。
政
府
は
こ
れ
ら
の
地
方
共
同
法
人
の
一
層
の
情
報
公
開
が
徹
底
さ
れ
る

よ
う
、
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
速
や
か
に
法
制
上
の
措
置
を
含
め
制
度
の
整
備
の
た
め
の
検
討
を
行
い
、

必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
運
営
に
、
地
方
公
共
団
体
の
意
向
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体

の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
代
表
者
会
議
の
組
織
の
在
り
方
の
見
直
し
を
含
め
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
抜
本

的
に
強
化
す
る
た
め
の
実
効
あ
る
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

四
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
に
お
い
て
は
、
個
人
番
号
の
生
成
、
通
知
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
作
成
等
に
加
え
、

自
治
体
中
間
サ
ー
バ
ー
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
提
供
及
び
運
用
を
行
い
、
今
後
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
設
置
及
び
管
理
す
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
情
報
が
授
受
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
業
務
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
情
報
漏
洩
等
が
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


